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実施期間 :令和8年 4月 6 日0～4月 1 5 0

ヽ

議

◎通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保

F◎「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上弯

◎自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底と
ヘルメットの着用促進                  :
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◎犯罪、事故、災害などを未然防止すること。

◎地域住民が安全に対する関心を高めること6

◎地域のきずな(連帯感)を醸成すること。

◎地域の犯罪抑止機能を高めること。

◎できる限り複数で行いましょう。
複数で行うことで、パトロールを周知でき、防犯効果が上がります。
万―の時にも役割分担することができます。

◎積極的に声かけしましょう。
泥棒など犯罪を考えている者は、声をかけられることや、注目されることを嫌がります。

挨拶をすることで大きな防犯効果を得られます。
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な力l二見宝⊇活塾とは、子供達が被害にあわないように、登下校時間帯に

買い物や犬の散歩に行ったり、庭の掃除をしたり、事業活動をしながら行う

防犯活動です。

普段の生活の中で続けることで、大きな防犯効果があります。

～『ながら見守り』の例 ～

\if,t^

^

」島

鰈
巌

※ながら見守りを行う際は、周囲の交通状況等に注意をしましょう。

腕五聯寸卜風霧ルの方法

車に付けられる
マグネットステッカー作りました等

自家用車で見守り活動をする方も
たくさんいます!
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これらの行為は警告・禁止
命令等の対象となります 1

繰り返した場合、検挙される
可能性があります :

勤務先・学校関係者の皆様は、被害者への援助
に御協力をお願いします。

情報提供をすることで、ストーカー規制法違反の
村助犯等として検挙される可能性もあります :

110番

警察庁・都道府県警察

α映囲り,罐調 骰蛉
「紛失防止タグメを使つて位置情報を取得する行為」
及び「紛失防止タグを取り付ける行為等」が

規制対象行為に追加されます。 (令和7年12月 30日施行)

改正前は、警察が加害者に警告するには被害者の申出が必須てしたガヽ

改正後は必須ではなくなりますので、申出をためらう校害者にも

寄り添った対応が可能になります.(令和7年 12月 30日 施行)

ストーカー行為等をするおそれがある者
に、被害者に関する情報を提供する行為
は禁止されています。

R之 仁瑕 鸞冬 》

改正後は、警察から情報提供を行わない

よう要請等がなされることがあります。
(令和8年 3月 10自施行 )
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被害者に対する援助の主体に、地域住民
に加え、被害者の勤務先、学校が追加

警察は以下の事項をすることはありません。

警察庁・栃木県警察・宇都富東警察署

◆ SNSで連絡すること

◆警察手帳や逮捕状などの
画像を送ること

◆逮捕すると言って金銭を
要求すること

動画はこちら▼

翻
警察はアナログです

警察の通信手段は、郵便、FAX、電話です

ビデオ通話をすることはありません
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凸躙鰈 宇都宮東警察署協議会開催結果

令和8年2月 18日 、第3 □ 宇都宮東警察署協議会を開催しました。

協議会では、「交通死亡事故防止」について、諮問し、委員から

【幅広い世代への交通安全教育の推進】

【自転車利用者等に対する交通指導取締りの強化】

と提言を頂きました。

提言については今後の警察業務に反映してまいります。

翔暉甲購 :    |‐ 報爾
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着

任

あ

い
さ

つ

３
月
１３
日
付
け
で
宇
都
官
東
警
察
署
長
と
し
て
着
任

い
た
し

ま
し
た
大
塚
で
ご
ざ
い
ま
す
。

当
署
で

の
勤
務
は
初
め
て
で
、
栃
木
県
の
中

む
地
に
お
い
て
治

姜
の
筆
持
に
当
た
る
こ
と
に
な
り
、
身
が
引
き
締
よ
る
迅

い
で
す
。

さ
て
、
当
署
管
内
は
、
Ｊ
Ｒ
宇
都
官

駅
束

口
の
再
開
発
、
次
世

代
型
路
脅
電
車

「
Ｌ
Ｒ
Ｔ
」
の
開
常
、
清
原
・
ゆ

い
の
社
地
区
の

整
備
等
に
よ
り
、
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
懸
念
さ
薇
る
の
は
、
犯
罪
や
交
範
事
故
の
発
生
で

す
。
犯
罪
や
交
ミ
事
故
は
、
ま
さ
に
地
域
生
活
に
と

っ
て
の
脅
咸

で
す
。
そ
こ
で
、
当
署
と

い
た
し
ま
し
て
は
、
署
員

一
九
と
な

っ
て
、

か
拳
活
動
や
脅
咸
に
対
す
る
各
種
え
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

地
域
に
密
着
し
た
活
動
に
よ
り
、
皆
様

の
安
全
・
姜

越
の
確
保
に

力
を
注

い
で
ま

い
り
ま
す
。

地
域

の
皆
様

に
お
か
枚
ま
し
て
も
、
防
犯
意
哉
と
交
逍
姜
仝

意
識
を
高
め
、
自
ら
安
全
を
守
る
行
動
を
と

っ
て
い
た
だ
け
薇
ば

幸

い
で
す
。

ま
た
、
当
署
に
対
す
る
御
意
几
、
御
希
望
が
あ
薇
ば
、
そ
薇
ら
を

警
察

活
動

に
活
か
し
て
ま

い
り
た

い
と
思

い
ま
す

の
で
、
足
非

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

地
域
の
皆
様
に
は
、
警
察
活
動
に
対
す
る
引
き
続
き
の
御
理
解
・

御
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
、
着
任
の
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。
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||あなたの会章が交通環拿活動に役立つています |
交通安全協会は、交通事故のない安全安心な社会をつくるため

地域と密着した様々な活動を行っています。

◎ 交通安全用品の無料配布 (ランドセルカバーなど)

◎ 交通安全教育 (指導)活動 (高齢者宅訪間、交通安全講話)

◎広報啓発活動(交通安全運動時等における街頭広報活動)

◎ 交通安全功労者等の表彰

◎ 交通安全競技大会の開催 (子供自転車大会)

◎交通安全DVDの貸出

◎ 入会者にはチャイルドシートの無料貸出

◎ 無料交通事故相談

協会の活動内容を

知っていただくために
ホームベージを開設しています。
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【入会特典】

・協賛店で割引サービス

・チヤイルドシート無料貸出し
・交通事故入院見舞金制度

【入会費】

3年/1,200円

4年//1,600円

5年/2,000円

日閣i日

躙
(一財)栃 木県交通安全 協会
〒320‐0032宇都宮市昭和3丁目2番8号 (しもつけ会館内)

0http://www.
toch igi-an kyo.or.jpl 留ヨ「028‐622口8483


